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東京２０２０オリンピック競技大会メダリスト手形モニュメント制作等業務委託 
プロポーザル募集要項 

 

１ 目的 

本業務は、東京２０２０オリンピック競技大会の幕張メッセ開催競技において、金メダルを獲得し

た日本人選手の、手形モニュメントを制作し後世に記憶と記録を残すことを目的とする。 

 

 

２ 委託業務の内容 

（１） 委託業務名  

東京２０２０オリンピック競技大会メダリスト手形モニュメント制作等業務委託 

（２） 業務内容  

別紙『東京２０２０オリンピック競技大会メダリスト手形モニュメント制作等業務委託 

仕様書』のとおり 

（３） 委託期間  

契約締結日から令和４年３月１８日（金） 

（４） 設置場所 

幕張メッセ屋内（〒 ２６１-８５５０ 千葉市美浜区中瀬 ２-１）  

（５） 委託料  

７，０００，０００円（消費税込み）を上限とする。 

（６） 支払条件 受注者は業務完了の報告及び発注者による検査完了後、委託料の支払いを 

請求できる。発注者は支払請求を受けた日から 30日以内に支払う。 

（完了後、一括払い） 

 

３ 企画提案の手続き等 

（１）スケジュール 

① 公 募 開 始 日   令和３年１１月４日（木） 

② 質 問 受 付 締 切 日   令和３年１１月１１日（木）午後５時 

③ 質 問 回 答 日   令和３年１１月１２日（金） 

④ 参加申込受付締切日   令和３年１１月１７日（水）午後５時 

⑤ プレゼンテーション実施日 令和３年１１月２２日（月） 

⑥ 選 定 結 果 通 知   令和３年１１月２４日（水） 

  ⑦ 業務委託契約締結   令和３年１１月２５日（木） 

（２）質問の提出方法等 

本要項及び仕様書等の内容について不明な点がある場合は、下記の条件で質問を受け付ける。 

① 受付期限  令和３年１１月１１日（木）午後５時まで受付 

② 質問方法  下記電子メールで提出すること。 

なお、電子メール以外及び期限後の質問は一切受け付けない。 

電子メールアドレス：opchosei.POP@city.chiba.lg.jp 

③ 回答方法  質問に対する回答は、千葉市ホームページに令和３年１１月１２日 

午後５時までに掲載する。なお、質問の内容により、事業者選定の 

公平性を保てない場合には、回答しないことがある。 

（３）参加申込について 

①提出書類 

（ア）様式第１号 企画提案参加申込書 １部 

（イ）様式第２号 誓約書 １部 

         ※共同企業体の場合は代表企業及び構成員すべての誓約書を提出する

こと。 

（ウ）様式第３号 会社概要書及び業務実績調書 １部 
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         ※会社概要書については様式第３号の内容が記載されている会社内容

パンフレットでも可（共同企業体の場合は代表企業及び構成員すべて

の会社概要を記載すること） 

         ※業務実績調書については過去５年間における類似業務（実施中、受託

中のものを含む）を記載すること。 

         ※記載された業務実績の内容を確認できる契約書等の写しを添付する

こと。 

（エ）様式第４号 業務経費見積書（６部：正本１部、副本５部） 

         ※仕様書記載の「７ 業務内容」別に見積もること。 

         ※見積書の項目（内訳）をできるだけ詳細に分類して記載すること 

 

（オ）企画提案書 ６部（正本１部、副本５部） 

   仕様書を熟読のうえ、下記の表の項目について、具体的な提案をする 

こと。なお、初心者でもわかりやすい説明資料とすること。 

（１） 制作物説明  

① デザイン・特徴 

② 大きさ・重量 

③ 材質 

④ 可動の仕組み 

⑤ 安全性・耐久性 

⑥ 手形の採取方法 

（２）業務スケジュール 

     ※提案書はＡ４版カラーとし、様式は自由とする。 

※できるだけ詳細に記載すること。 

※参加申込にあたっては、１事業者１参加申込とする。 

    

② 提出方法 持参または郵送 

        ※郵送の場合は担当者の名刺も同封願います。 

③ 提出期限 令和３年１１月１７日（水）午後５時までに必着 

       （土、日及び休日を除く午前９時から午後５時まで受付） 

  

④ 提出場所 千葉市オリンピック・パラリンピック調整課 

   千葉市中央区千葉港２－１（千葉中央コミュニティセンター２階） 

 

（４）プレゼンテーションについて 

    ① 日時   令和３年１１月２２日（月） 

※申込件数により時間は別途通知する 

    ② 場所   千葉市中央区千葉港２番１号 

千葉中央コミュニティセンター ２階 農業委員会室 

  ③ 内容   企画提案書の内容について、１社あたり２０分程度のプレゼンテーション

（質疑応答を含む。）により実施。 

提案者が出席できる人数は２名までとし、提出した企画提案書一式のみを 

使用すること。 

      ※詳細については、参加申込の受付後に別途連絡する。 

 

（５）選定結果の通知について 

① 通知日  令和３年１１月２４日（水） 
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② 通知方法  

企画提案書提出者全員へ電子メールで結果を通知し、市ホームページで公表する。 

ただし、審査内容に関する質問や審査結果に関する異議申立ては受付けない。 

 

４ 事業者の選定 

（１） 選定方法 

千葉市で設置する選考委員会において、企画提案書、プレゼンテーション及び質疑応答によ

り評価項目の各項について審査を行い、合計点数が最も高い者を契約予定者として決定する。 

（２）最多得点の提案が複数あった場合は、審査員の合議により選定する。 

（３）企画提案参加申込者が１者であっても、同様の審査を行う。 

（４）選定にかかる審査項目及び配点は次のとおりとする。 

 

【審査項目及び配点（１００点満点）】 

審査項目 審査の着眼点 

（配点：２０点） 

１ 業務遂行能力 

① 当該業務に関して過去に類似の業務実績があり、知見、ノウハウを有している

か。また、業務の遂行に必要な組織体制と人員が整っているか。 

② 業務スケジュールに無理はないか。 

（配点：５５点） 

２ 企画提案内容 

① 提案内容が、全体を通して仕様書を的確に踏まえ、明確かつ具体的な提案がさ

れているか。 

② 手形モニュメントの構造や耐久性等にかかる材質の特性等について、設置場所

に相応しい提案となっているか。また、メリット・デメリットについての説明

があるか。 

③ 手形モニュメントが多くの人の目に留まり、触れることができるデザイ

ンとなっているか。 

④ オリンピックで金メダルを獲得した選手の銘板として相応しいか。ま

た、千葉市のレガシーとして相応しい提案となっているか。 

（配点：２０点） 

３ 安全性 
① 手形モニュメントが、多くの人が触れることを想定し、耐久性や安全面

に万全の配慮がなされているか。 

（配点：５点） 

４ 経費妥当性 ① 所要経費、算定根拠が示されており、合理的内容であるか。 

 

５ 事業者要件 

  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で、 

次のいずれにも該当しないもの。なお、複数の事業者により構成された共同企業体による参加も 

認めることとするが、すべての事業者が次のいずれにも該当しないものとし、一企画提案参加申 

込者の代表企業又は構成員が他の企画提案参加申込者の代表企業又は構成員となることはでき 

ない。 

（１）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

（２）企画提案参加申込日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

（３）会社更生法（昭和１４年法律第１５４号）の更生手続開始の申立てをした者で同法に基づく

裁判所からの更生手続開始決定がなされていない者 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした者で同法に基づく
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裁判所からの再生計画認可決定がなされていない者 

（５）千葉市内において都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に違反している者 

（６）千葉市内に本店又は営業所を有する者にあっては、千葉市税（延滞金を含む）を完納してい

ない者 

（７）千葉市内に本店又は営業所を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者にあっては、

個人住民税の特別徴収を行っていない者 

（８）千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領（昭和 60 年 8 月 1 日施行）に基づく指名停

止措置等を、対象業務の企画提案書提出期限の日から選定結果通知日までの間に受けている者 

（９）千葉市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に規定する措置要件に該当する者 

 

６ 契約 

（１）上記により選定された者を、事業の契約予定者とする。 

（２）契約に当たっては、選定された企画提案内容をもとに、細部について千葉市と協議を行う  

こと。なお、協議の結果、企画案の一部が変更となる場合がある。 

（３）留意事項 

  ① 契約にあたっては、契約書を２通作成し、双方が各１通を保有する。 

  ② 提案された企画案を尊重するが、必ずしも企画どおりに委託するものではない。 

  ③ 契約保証金は要。ただし、千葉市契約規則第２９条に該当する場合は免除とする。 

⑤ 業務の一部について、他者に委託する際は、事前に千葉市の承諾を受けること。 

⑥ 委託料の支払いについては、委託業務完了後一括払いとする｡ 

⑦ 著作権については、仕様書（別紙）記載のとおりとする。 

（４）守秘義務 

   本業務を遂行する上で知り得た情報については、千葉市の承認を得ることなく第三者に漏ら

してはならない。 

 

７ 失格事項 

 企画提案参加者申込者が次のいずれかに該当すると千葉市が判断した場合は、失格とする。 

（１）事業者要件を満たさない場合 

 （２）本実施要項を順守しない場合 

 （３）企画提案書等の提出書類の期限を遅延した場合 

 （４）企画提案書等の提出書類に虚偽があった場合 

 （５）企画提案書等の提出書類が仕様書に示された条件に適合しない場合 

 （６）提出された業務経費見積書が委託料上限を超過している場合 

 （７）審査の公平性を害する行為があった場合 

 （８）前号までに定めるもののほか、提案にあたって著しく審議の公正性に反する行為があった

場合 

 

８ その他 

（１）企画提案に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

（２）提出された企画提案書等は、選定結果にかかわらずいかなる場合も返却しない。 

（３）応募書類は、千葉市情報公開条例（平成 12 年市条例第 52 号）の規定に基づき開示請求された

ときは、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあるものを除き、開示の対象とする。ただし、企画提案書選定期間中は、同条

例第 7条第 1項第 6号の規定に基づき、開示の対象としない。 

（４）その他、業務遂行上発生した問題等については、受注者と千葉市で協議の上、対応を決定  

することとする。 

 


